
審議事項（８） 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

 

(財)財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の

無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 

 

『基本概念専門委員会』の立上げについて 

 

 

討議資料を土台として、財務会計に関する我が国の概念フレームワークを開

発するプロジェクトについては、2月17日開催の第99回企業会計基準委員会に

おいて報告された方針に従い、専門委員会立上げのための事前準備作業として、

ワーキング・グループにおいて、「討議資料」について指摘を受けている事項に

つき検討項目として整理する作業をすすめてきたが、この作業がほぼ完了した

ことから、早速、標記の専門委員会を立上げ、本格的な検討に着手することと

したい。 

 

 5月後半に第1回専門委員会を開催し、以後、月2～3回程度の頻度で議論を

進め、他の会計基準と同様、公開によるコメント募集の手続を経て成案の公表

を目指す。 

 

以 上 
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